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研究要旨：平成 10 年度に厚生科学特別研究「生殖補助医療技術に対する医師及び国

民の意識に関する研究」において、本研究班班長（矢内原巧）と研究協力者（山縣然

太郎）が実施した全国調査について詳細な検討を行った。本報告書ではまず調査結果

についての概略を示し、患者の生殖補助医療技術に対する意識について一般国民の結

果との比較から検討した。その結果、第三者の精子や卵子を用いた生殖補助医療技術

に対して自分自身が利用したいとこたえたものは数％しかおらず、一般国民と変わら

なかった。ほとんどの患者が自分たちの血のつながった子どもが欲しいために治療し

ているとこたえていた。また、第三者の精子や卵子を用いた生殖補助医療技術につい

て反対するものの理由について、一般国民に比べて、子どもの権利など子どもに関す

る理由が欠如していた。また、患者の家族観やジェンダーについては「結婚したら子

どもをもつのがあたりまえ」や「家を自分の代で途絶えさせてはいけない」などが同

世代の一般国民に比較して多く、保守的であった。これから、患者に関するカウンセ

リングなどをいっそう充実される必要があると考えられた。 

 

Ａ．研究目的 

 生殖補助医医療技術について患者の意識を明ら

かにし、患者における生殖補助医療の課題とあり

方を検討することを目的とした。 

Ｂ．研究方法 

 国民および患者、医師に対する生殖補助医療技

術の全国調査をもとにこれを詳細に検討すること

により、患者の生殖補助医療技術に対する意識、

家庭観、ジェンダーなどを明らかにした。 

Ｃ．研究結果と考察 

１．全国調査の概要 

 

（１）目的 

 生殖補助医療技術は急速に普及しているものの、

受療者の精神的、経済的負担が大きく、また、特

に第三者の精子や卵子提供といった治療法につい

ての倫理面での問題が提起されている。 

 こうした問題について、平成 9 年 7 月から厚生

省科学審議会先端医療技術評価部会において検討

されてきたところであり、平成10年10月からは、

同部会の下に「生殖補助医療技術に関する専門委

員会」が設置され、議論が行われているところで

ある。しかしながら、人工授精、体外受精におけ

る第三者の配偶子利用や代理母の問題については、

専門家はもとより、国民の間で大きく議論が分か

れれるところであるため、これらの生殖補助医療

技術の諸問題について医療関係者、関係団体及び

一般国民の意識を知ることを目的として、アンケ

ート調査を実施する。また、審査結果を専門委員

会での議論の参考とする。 

 

（２）対象 

 一般国民（4000 名）、日本産婦人科学会体外受

精登録医療機関の産婦人科医（ 402 名）およびその

医療機関を受診している患者（804 名）、日本産婦

人科学会体外受精登録医療機関以外の産婦人科医
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（他の産婦人科医）（400 名）、小児科医（400 名）

の合計 6006 名。 

 

（３）方法 

①抽出方法 

1)一般国民 

 層化二段階無作為抽出法を用いた。 

 層化はまず全国を 10 ブロック（北海道、東北、

関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖

縄）に分類し、各ブロック内において、さらに、

市郡規模で 13 大都市（札幌市、仙台市、千葉市、

東京都区、横浜市、川崎市、名古屋市、京都市、

大阪市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市）、15

万以上の都市、5 万以上の都市、5 万未満の都市、

郡部に層化した。 

 抽出は層化された各層の母集団（20 歳から 69

歳）の大きさにより 200 地点を比例配分し、各層

の地点数を決め、市町村コード一覧より対象市町

村を決めた。個人抽出は住民票登録台帳により、

調査対象適格者を等間隔に系統抽出した。 

2)日本産婦人科学会体外受精登録医療機関の産婦

人科医 

 「体外受精・胚移植、および GIFT の臨床実施

に関する登録 402 施設住所等一覧（平成 10 年3 月

31 日現在）」に記載されいている全医療機関の実施

責任者全員を対象とした。 

3)患者 

 上記医療機関において調査通知が届いた翌日以

降、不妊治療のために来院した再来患者の最初の 2

名とした。 

4)他の産婦人科医 

 日本産婦人科学会、日本母性保護産婦人科医会

の会員名簿（1996 年 12 月）より、400 名を等間

隔抽出した。 

 

5)小児科医 

 日本小児科学会より平成 10 年 12 月時点の会員

名簿の一覧の提供を受け、等間隔抽出により 400

名を抽出した。 

 

②調査方法 

 一般国民は抽出地点を管轄する保健所の協力を

得て、留め置き法（訪問配布、後日回収、本人の

意思により郵便回収可能）によった。一部、保健

所の協力が得られず、郵送法とした。 

 患者は主治医より手渡しをし、郵送により回収

した。 

 その他は郵送法によった。 

 すべて無記名とした。 

 

③調査期間 

 平成 11 年 2 月（平成 12 年 2 月上旬配布、2 月

末回収）、一部 3 月に実施。 

 最終的に平成11年4月末日までの回収分すべて

を統計処理した。 
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（１）結果の概要 

1.回収率 

 回収率は次のとおりであった。一般国民の配布

数は配布した保健所より報告された。 

 
2.技術の利用 

 一般国民、患者ともに、いずれの技術に対して

も、70%以上のものが「配偶者が望んでも利用し

ない」と回答した。利用しない理由として「親子

関係の不自然になる」が多く、一般国民では「妊

娠は自然になされるべき」が次いで多く、患者は

「その他の理由」が多かった。この中で最も多か

ったのは「自分たちの子どもがほしい」であった。 

 

一般国民における各技術の利用 

 

患者における各技術の利用 

 

3.各技術の是非 

 一般論として、一般国民は第三者の受精卵を用

いた胚移植と代理母を除く技術について「認めて

よい」または「条件付きで認めてよい」としてい

た。患者は全ての技術で「認めてよい」または「条

件付きで認めてよい」が 50％を超えていた。医師

は登録産婦人科医、他の産婦人科医、小児科医の

順に「認めてよい」または「条件付きで認めてよ

い」と回答したものが多く、AID や第三者の精子

や卵子の利用に対してその傾向が強く、第三者の

受精卵や代理母についてはいずれも「認められな

い」が 50％を超えた。認められない理由として、

「母体の健康」「商業利用」「遺産相続など」が比

較的多かったことが、一般国民や患者との相違で

あった。 
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 医師における各種技術の是非 

 

4.親子関係、出自を知る権利 

 親子関係について、一般国民は第三者の精子ま

たは卵子を用いた体外受精および借り腹で「依頼

者の実子とすべき」と 60％が回答していた。また、

第三者の受精卵の胚移植、代理母では｢わからな

い｣が 40%にのぼっていた。一方で、一般国民は｢依

頼者の実子とすべき｣が患者に比べて、いずれの技

術に対しても 10 ポイントほど少なくなっていた。 

 出自を知る権利については、患者では｢知らない

でいるべき｣が多い反面、わからないが 20%を締め

た。一般国民、患者いずれもいつの時点かで｢知る

権利がある｣が｢知らないでいるべき｣をわずかに

上まわっていた。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

患者における親子関係に関する意識一般 

 

 

 

 
 

 
 

患者および一般国民における出自を知る権利に関

する意識 
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Ⅱ．患者における生殖補助医療技術に対するに意

識 

 

１．患者および一般国民の男女における各種生殖

補助医療技術を｢自分は利用するか」の比較 
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２．各種生殖補助医療技術に対して｢一般論として

認められるか｣：対象郡別の比較 
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３．第三者の卵子を用いた体外受精が｢認められない｣理由：理由別の比較 

 

 ・対象郡別の比較 

 
・いずれの郡も「認めない」理由は｢4.家族(親子)

関係が不自然になると思うから｣が多いが、2 番

目、3 番目の理由は対象郡により若干異なる。 

・患者において｢10.それ以外の理由｣が多い。内容

はほとんどが｢自分たちの血のつながった子ど

もがほしかったから｣であった。 

＊次ページの一般国民、患者における｢それ以外の

理由｣についての記載一覧表を参照。 

＊それ以外の理由は 1.「自分たちの（血のつなが

った）子どもがほしい」、2.「生まれてきた子ども

自身の権利、苦悩」、3.「血のつながっていないこ

とによる育児などの不安」、4.「第三者の卵子用を

利用することへの拒否感」、5.「種々の不安」、6.

「養子制度を利用する」、7.「その他」に分類した。 
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４．患者の意見（自由記載） 

＊A:1－治療費に関すること、2－その他の意見 

 B:1－保険適応の希望、2－精神的、肉体的苦痛、 

  3－医療者に対する要望、4－生殖補助医療に

技術について、5－その他の意見、感想 
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患者の意見として最も多いのが治療費に関する

ことであった。高すぎることや保険適応につい

ての意見が多かった。 
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５．患者における「第三者の卵子を用いた体外受精」を「利用しない」選択肢以外の理由 

 

 
 

上表の左端の数字は理由の分類分けであるが、一般国民の解答の中には存在した「2.生まれてくる子ども

の権利など子どもに関すること」が欠落していることが、特徴である。 
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６．Q1(1)～(7)（性別役割（ジェンダー）に関する

意識）、Q1（8）（医療技術に関する意識）および

Q2（生殖補助医療技術に関する知識）との関連 

 

（１）Q1(1)～(7)（性別役割（ジェンダー）に関す

る意識）について 

・Q1(1)から Q1(7)までの合計得点で性別役割に関

する意識を評価した。得点は最低 7 点、最高 28

点であり、低いほど保守的（A に近い）、高いほ

ど男女平等の意識が強い（ B に近い）といえる。 

・得点分布は正規分布を示した。 

・平均得点は全体で 18.2±5.3 点で、男性が 17.3

±5.2 点、女性が 19.0±5.2 点と統計学的に有意

に女性の得点が高かった。また、年齢は 30 歳代

が最も高く、40 歳以降は年齢とともに得点は低

くなっていた（統計学的に有意差あり）。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・得点が「低い」ことと各種生殖補助医療技術に

対して「認められない」と回答することに関連

が見られた（統計学的に有意差あり）。 

・得点を四分位数（7～14 点（633 人）、15～18 点

（609 人）、19～22 点（671 人）、23～28 点（574

人））別の各種生殖補助医療技術に対して「認めら

れない」と回答したものの割合 
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・患者と同年代の一般女性との比較 
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Ｅ．結論 

 患者において、第三者の精子や卵子を用いた生

殖補助医療技術に対して自分自身が利用したいと

こたえたものは数％しかおらず、ほとんどの患者

が自分たちの血のつながった子どもが欲しいため

に治療していることが明らかになった。また、第

三者の精子や卵子を用いた生殖補助医療技術につ

いて反対するものの理由について、一般国民に比

べて、子どもの権利など子どもに関する理由が欠

如していた。また、患者の家族観やジェンダーに

ついては「結婚したら子どもをもつのがあたりま

え」や「家を自分の代で途絶えさせてはいけない」

などが同年代の一般国民に比較して多く、保守的

であった。これらから、患者に対するカウンセリ

ングなどをいっそう充実させる必要があると考え

られた。 
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参考集計 

１）不妊治療受診患者数 

 一般国民に対する調査票の Q27(5)の回答から現在の不妊治療を受けている患者数を推計した。 

・前提として、女性の回答者は自分自身の状況であり、男性の回答は配偶者の状況であるとした。 

・平成 9 年度の年代別女性の人口を用いた。 

・現在、不妊治療を受けている患者数は約 284,800 人（95％信頼区間は 150,500～417,000 人）と推計さ

れた。 

 

 
 

２）既婚者の不妊治療受療率 

  既婚者における不妊治療受診率を推計した。夫婦ともに調査対象者になったものがいないと仮定する

と、これは既婚カップル(夫婦)における不妊治療率の推計となる。 

・本調査回答者における年代別婚姻率と既婚者に子どものいる場合 

 
・現在30歳代の夫婦で不妊治療を受けている夫婦は3.13％(95％信頼区間1.31から4.95％)と推計された。 
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